
函館工業高等専門学校春潮寮寮生会規約 

 昭和49年5月27日 

制定 

 

本規約は，函館工業高等専門学校寮生準則第4章に基づき，寮生活の向上を目標として，学校の

指導のもとに行われる寮生組織の運営に関する基準を規定したものである。 

 

       第１章 総 則 

 

 （名 称） 

第１条 本会は，春潮寮寮生会（以下「寮生会」という。）と称する。 

２ 寮生会は，男子寮生会及び女子寮生会で組織する。 

 

 （目 的） 

第２条 本会は，規律ある共同生活を自主的に運営することを目的とする。 

 

 （会 員） 

第３条 本会は，寮生全員で構成する。 

 

 （会員の権利及び義務） 

第４条 会員は次の権利を有し，義務を負う。 

 一 規約に定める総代等の選挙権 

 二 規約に定める総代等の被選挙権 

 三 規約の遵守と本会の運営への協力 

 四 別に定める会費の納入（本規約第３章による） 

 

       第２章 寮生会の組織 

 

 （執行委員） 

第５条 本会の運営を円滑にするため，次の執行委員を置く。 

 一 役員 

 二 幹事 

 三 専門委員 

２ 執行委員の任期は，次に掲げる期間とする。ただし，再任を妨げない。 

 一 役員 2月の総会終了時から翌年2月の総会時までの1年とする。 

 二 幹事及び専門委員 4月1日から翌年3月末までの1年とする。ただし，退寮その他やむを得



ない理由により欠員が生じた場合は，必要により各棟各階または各学年で選出することがで

きるものとする。 

 

 （役員の構成と選出法） 

第６条 役員の構成は，次のとおりとする。 

 一 総代    2名（男子・女子各1名） 

 二 副総代    男子、女子とも若干名 

 三 書記     若干名 

 四 会計     2名 

 五 会計監査   2名 

２ 前項の役員中，総代は男子寮及び女子寮毎に，会計監査は全会員の直接選挙によって選出す

る。その他の役員は男子総代及び女子総代が協議のうえ任命し，総会の承認を受ける。 

 

 （総 代） 

第７条 総代は寮生会を代表し，その運営を主宰する。 

２ 総代の交替は，2月の定期総会で行う。 

３ 総代は，次のことを行う。 

 一 第6条第1項第2号から第4号までの役員の任命と解任 

 二 総会，幹事会及び各種委員会の招集 

 三 必要に応じての各種委員会の設置 

 四 執行委員等の交替の際の寮務主事への名簿の提出及び寮内掲示 

 五 第9条第2項によって提出された議事録の保管 

 六 本会の改善及び向上への尽力 

４ 総代は，次のことを行うことができる。 

 一 本会の運営に支障をきたす者に対する，幹事会の議を経ての退寮勧告，及び寮務主事への

申告 

 二 第17条に定める拒否権の行使 

 

 （副総代） 

第８条 副総代は総代を補佐し，総代に事故あるとき，その任務を代行する。 

 （総代補佐） 

第８条の２ 寮生会に，必要に応じて総代補佐若干名を置くことができる。 

２ 総代補佐は，原則として寮生のうち歴代役員の中から総代が任命し，総会の承認を受ける。 

 

 （書 記） 

第９条 書記は，本会の会務に関する事務を取扱う。 



２ 書記は，会議の議事録を総代に提出する。 

 

 （会 計） 

第１０条 会計は，本会の会計に関する事務を取扱う。 

 

 （会計監査） 

第１１条 会計監査は，本会の会計を監査する。 

 

 （幹 事） 

第１２条 幹事は，各棟各階の責任者として，会員と総代との連絡の任にあたり，幹事会において

各棟各階の意向を代表する。 

２  幹事は，各棟各階において，各棟各階所属の会員の互選により各 1 名が選出される。ただ

し，寮生が居住していない等の事由で 1 名を選出できない場合にあっては，選出しない。 

３ 幹事は，原則として前期後期それぞれの始業日から，その日を含めて 3 日以内に選出され

る。 

４  幹事は，幹事会の開催のほか，総代の指示する各種の申告を行う。 

５ 幹事長は，幹事の互選によって選出される。 

６ 幹事長が，必要と認めた場合，幹事会を開くことができる。ただし，この場合の幹事会は役員

を含まなくてもよい。 

 

 （各種専門委員） 

第１３条 専門委員として次の各委員を置く。 

 一 生活委員 寮内の規律を正し，秩序と衛生指導の維持にあたる。 

 二 寮祭・追いコン委員会 寮祭及び卒業生追い出しコンパの企画・実行にあたる。 

 三 寮誌委員会 寮誌の編集・製作にあたる。 

２  前項の各委員は，男子寮生1〜4年生の各学年より1〜3名および女子寮生より1〜3名が選出さ

れる。 

３ 各委員は，前期寮生会総会までに選出される。 

４ 各委員長は，それぞれの委員の互選によって選出される。 

 

 （会 議） 

第１４条 寮生会を運営するために次の機関を置く。 

 一 総会 

 二 幹事会 

 三 役員会 

 四 各種専門委員会（生活委員会、寮祭・追いコン委員会、寮誌委員会） 

 

 

 



 五 防災委員会 

 六 選挙管理委員会 

 七 総代が必要と認めたその他の委員会 

 

 （総 会） 

第１５条 総会は，本会の最高議決機関である。 

２ 総会には，定期総会と臨時総会とがある。 

３ 定期総会は，6月及び2月の2回とする。 

４ 総代は，総会の議事録の写本1通を寮務主事に提出しなければならない。 

５ 総代は総会終了後，決議事項を寮内に掲示しなければならない。 

６ 総会の定足数は，会員の４分の３以上の出席とする。 

二 ２月の総会の定足数は，４年生以下の会員の４分の３以上の出席とする。 

三 次に掲げる事由のいずれかに該当し出席できない会員は，委任状または表決書の提出に

より出席者の数に加えるものとする。 

ア 出席停止の会員 

イ 親族の喪に服するため外泊が認められた会員 

ウ 校外行事参加のため外泊届が受理された会員 

エ 就職試験，編入学試験の受験のため外泊届が受理された会員 

オ 寮務主事により特別な理由があると認められた会員 

７ 総会の議決は，過半数多数決を原則とする。 

８ 総会の期日及び議題は，おそくとも48時間前に公示されなければならない。ただし，緊急や

むを得ないときはこの限りでない。 

 

 （総会の議長及び副議長） 

第１６条 総会の議事に先だち，総代又はその代行者は，議長1名，副議長若干名を定め，会員の

承認を受けるものとする。 

２ 議長は，総会の長となって議事の進行にあたる。 

３ 議長は，副議長の同意を得て意見をのべることができる。 

４ 議長は，議事進行を妨げる者に対し退場を命ずることができる。 

５ 副議長は議長を補佐し，議長に事故あるときはその任務を代行する。 

 

 （総代の拒否権） 

第１７条 総代は総会の決議に対し，1回限り拒否権を行使することができる。 

２ 前項の拒否があった場合，総会は直ちに休会となる。ただし，休会は48時間を限度とする。 

３ 再開後同じ決議が行われた場合，総代は辞任しなければならない。 

 



 （総代の緊急改選） 

第１８条 第17条又は第29条によって総代が辞任した場合，選挙管理委員会は直ちに改選手続き

をとらなければならない。 

２ 緊急改選手続きは，第26条の規定を準用する。 

３ 緊急改選によって選出された総代の任期は，前総代の残余とする。 

 

 （仮総代） 

第１９条 第17条又は第29条により総代が欠員となった場合，幹事長がこれを代行する。 

２ 前項の仮総代が，緊急改選の際に，候補者あるいは特定候補者の選挙責任者になることを希

望する場合には，幹事会を招集し，仮総代辞退の承認を得なければならない。 

３ 前項の承認が得られた場合は，幹事の中から互選によって仮総代の代行者を選出する。 

 

 （臨時総会） 

第２０条 臨時総会は，次のいずれかに該当する場合に招集される。 

 一 総代が必要と認めた場合 

 二 幹事会が開催要求を決議した場合 

２ 臨時総会の手続きは第15条の規定を準用する。 

 

 （幹事会） 

第２１条 幹事会は，総代の任務の遂行を助けることを目的とする。 

２ 幹事会には，原則として月1回開かれる定例幹事会と，臨時幹事会とがある。 

３ 定例幹事会は，総代が招集する。 

４ 臨時幹事会は，次のいずれかに該当する場合に招集される。 

 一 総代が必要と認めた場合 

 二 幹事長が必要と認めた場合 

 三 幹事総数の3分の1以上が連署によって要求した場合 

５ 総代は，議事録の写本1通を寮務主事に提出しなければならない。 

６ 幹事会は，幹事全員の出席をもって成立する。ただし，特別の理由によって欠席する場合は，

同棟同階の代理人を出席させなければならない。 

７ 幹事会の議決は，過半数多数決による。 

８ 幹事会の招集は，原則として24時問前までに公示されなければならない。 

９ 幹事会は，公開を原則とする。 

10 幹事会には，役員が出席することを原則とする。 

 （役員会） 

第２２条 役員会は，役員全員をもって構成され，総代の補佐並びにその諮問に答えることを目

的とする。 

 

 

 



２ 役員会は，総代が招集する。 

 

 （各種専門委員会） 

第２３条 各種専門委員会は，第13条に定めることをそれぞれ行う。 

２ 各委員会には，それぞれ原則として月1回開かれる定例委員会と，臨時委員会とがある。 

３ 定例委員会は，委員長が招集する。 

４ 臨時委員会は，委員長又は総代が必要と認めた場合招集される。 

 

 （防災委員会） 

第２４条 防災委員会は，学生寮の防火並びにその他の災害防止に関することを取扱う。 

２ 防災委員会に関する具体的事項は，別に定める春潮寮防災規程による。 

 

 （選挙管理委員会） 

第２５条 選挙管理委員会は，第6条に定める総代並びに会計監査の選挙を管理する。 

２ 委員は，男子寮及び女子寮の所属会員の互選により，男子寮生 1〜4 年生の各学年より 1 名お

よび女子寮生より 1〜2 名が選出される。 

３ 各委員は，前期寮生会総会までに選出される。 

４ 委員に欠員が生じた場合は，必要により同一学年から代行者を選出する。 

５ 委員は，役員を兼任することができない。 

６ 委員長は，委員の互選によって選出される。 

７ 委員長並びに委員は，幹事会の承認を受けなければならない。 

 

 （選 挙） 

第２６条 選挙は.定期総会の予定より，おそくとも7日以前に終了しなければならない。 

２ 選挙は，立候補による。 

３ 選挙管理委員会（以下この条において「委員会」という。）は，原則として立会演説会を投票

日の前日までの間に1回以上，主催する。 

４ 委員会に届け出を行った候補者は，届け出日から投票日前日までの期間において，委員会が

適当と認めた範囲内で選挙運動を行うことができる。 

５ 選挙は，総代については男子総代及び女子総代毎に単記，会計監査については2名連記の無記

名投票による。 

６ 次の各号の一に該当する場合の投票は，信任投票とする。 

 (1) 立候補者が選出すべき役員の定員数に等しい場合 

 (2) 立候補者が選出すべき役員数の定員数に満たない場合 

７ 投票は，有効投票数が全寮生（総代は男子寮生及び女子寮生毎）の3分の2に満たないときに

は，成立しない。 



８ 総代についての当選者は，男子総代は男子寮生総数の，女子総代は女子寮生総数の過半数を

得た者とする。 

９ 前項によって総代当選者が決定しなかった場合，委員長は各候補者の得票数を示し，直ちに

第2次投票の公示をする。 

10 前項の第2次投票は，第1次投票の上位得票者2名に対して行われる。 

11 会計監査についての当選者は，上位得票者2名とする。ただし，投票が信任投票の場合におけ

る当選者は，会員総数の過半数を得た者とする。 

 

 （立候補者及び選挙責任者） 

第２７条 立候補者及び選挙責任者は，選挙管理委員を兼ねることができない。 

２ 立候補者の届出は，選挙責任者の署名を得た書面によって行う。 

３ 前項の届出の様式及び期間は，選挙管理委員会の指示による。 

４ 選挙責任者は，その立候補者に関する選挙運動の一切の責任を負う。 

５ 選挙責任者は，開票に立会う。 

 

 （臨時総代又は臨時会計監査） 

第２８条 総代又は会計監査が，任期満了前に辞任を希望し，総会がこれを承認した場合，臨時総

代又は臨時会計監査（以下「臨時職」という。）をおかなければならない。 

２ 臨時職は，副総代の中から役員会によって選出される。 

３ 臨時職の任務は，総代又は会計監査と同じとする。 

４ 臨時職の任期は，辞任した総代又は会計監査の残余とする。 

 

 （リコール） 

第２９条 連署による会員過半数のリコール要求があった場合，総会が開かれなければならない。 

２ 前項の場合に限り，総会の招集は幹事長が行う。 

３ 前項の総会において，幹事長は会員の投票によってリコール要求者数を再確認しなければな

らない。 

４ 前項によって，リコール要求者が全会員の過半数に達したことを確認した場合，幹事長は総

代のリコール成立を宣言する。 

５ リコール成立後，選挙管理委員会は，直ちに第18条による改選手続きをとらなければならな

い。 

 

 （規約改正） 

第３０条 規約改正の発議は，次のいずれかの場合有効となる。 

 一 会員の4分の1以上の連署による要望のあった場合 

 二 総代より要望のあった場合 

 

 

 



２ 発議が有効となった場合，総代は総会を招集しなければならない。 

３ 前項の総会において，会員総数の3分の2以上の賛成を得たとき，その発議案が成立する。 

 

 （校長の承認） 

第３１条 前条により規約の改正発議案が成立した場合には，その日を含めて5日以内に，寮務主

事を通して校長に承認を申請しなければならない。 

 

  （発 効） 

第３２条 前条による規約改正は，校長の承認を受けた日から発効する。 

 

       第３章 会費及び会計 

 

 （入会金） 

第３３条 新しく会員となる者（再入寮により会員となる者を含む）は，寮生会が別に指定する方

法により入会金を納めなければならない。 

２ 入会金は，400円とする。 

 

 （会 費） 

第３４条 会費は，毎月300円とする。 

２ 退寮時に前納分の会費がある場合には，退寮月の翌月以降の前納分の会費を還付する。 

 

 （会計年度） 

第３５条 本会の会計年度は，4月1日から翌年の3月31日までとする。 

 

 （会計報告） 

第３６条 会計は，その年度の中間報告書及び年度末の決算報告書を作成し，会計監査の監査並

びに寮務主事の承認を得るものとする。 

２ 会計報告は，寮生総会において承認を受けるものとする。 

 

附 則 

１ この規約は，昭和48年4月1日施行の函館工業高等専門学校寮生準則に従ったものである。 

２ この規約は，昭和49年5月27日から施行し，昭和49年4月1日から適用する。 

３ この規約の施行にともない，函館工業高等専門学校春潮寮自治会規約（39．12．18制定）は，

廃止する。 

附 則（略） 

附 則 



 この規約は，平成15年6月1日から施行する。  

   附 則 

 この規約は，平成 25 年 2 月 18 日から施行する。 

   附 則 

 この規約は, 令和 4 年 6 月 24 日から施行する。 

   附 則 （令和 8 年 3 月 26 日函館高専達 12 号） 

 この規約は, 令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 


